




） 立ての な活用 

立て での  

○民生委員や施設長、病院長等が成年後見市長審判要請書を市へ提出 

     ↓ 

 ○本人や親族に関する状況調査（ふくし総合支援室） 

 ○診断書・鑑定書の依頼（ふくし総合支援室） 

○登記されていないことの証明事項書の取り寄せ（ふくし総合支援室） 

     ↓ 

 ○志摩市権利擁護専門委員会による協議・決定 

     ↓ 

○決定後、書類作成  

     ↓ 

 ○市長決裁後、津家庭裁判所伊勢支部へ書類提出 

     ↓ 

 ○家裁による調査、審判確定 

 

立て   

以下は、経済的虐待に対抗した際の申立事例である（加工あり）。 

事例１：いつもおなかを空かせていた重度身体障害者Ａさん（女性・70歳代） 

   老夫婦世帯。夫は、Ａさんの障害者手当を酒代に使ってしまい夕食しか与えないた

め、Ａさんはいつもおなかを空かせていた。また、電気料金やガス代も滞納して切ら

れていたため入浴もできず、通院も中断していた。夫は友人宅へ泊まり自宅に戻らな

い日もあったため、心配した民生委員が食料を届けると、Ａさんはガツガツと食べた。 

  Ａさんの認知症が進んだこともあり、市は介護サービスを受けるように夫を説得し

たが、「夫婦のことに口出しするな！」「Ａの金は俺のものだ。市にとやかく言われ

ることはない！」と怒鳴るばかりだった。 

市は、経済的虐待と介護・世話の放棄・放任と認定。特別養護老人ホームへの措置

決定と市長による成年後見申立てを行った。現在、Ａさんは施設の行事などを楽しみ

にしながら、定期的に成年後見人の訪問を受けて安定した生活を続けている。 

 

事例２：土地も建物も売られてしまったＢさん（女性・80歳代） 

認知症のＢさんは、一人暮らしの寂しさから家に訪ねてくる人がいると喜んだ。

そのうち複数の男女が自宅に出入りするようになり、親切に電球の交換や庭の草む

しりを手伝ってくれるようになった。その複数の男女からお金を貸してほしいと言

われると、「親切にしてもらっているから」と２万円～３万円を貸した。 

数ヶ月後、Ｂさんの住んでいる土地・建物が売られてしまった。事態を知った市

は、第三者による経済的虐待と認定し、市長が成年後見申立てを行うことを決定し

た。 

審判確定後、Ｂさん宅に成年後見人の連絡先を大きく張り出したところ、複数の

男女は姿を見せなくなった。Ｂさんは、ヘルパーや民生委員の訪問を受けながら在

宅生活を続け、成年後見人はＢの土地・建物を取り戻すために活動をしている。 

  

  事例３：夫が死亡後に認知症になった転入高齢者のＣさん（女性・80歳代） 

   Ｃさんは、夫とともに志摩市へ転入して人里離れた別荘地で暮らしていた。隣近所
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る助成を要綱化しているところも少なくない。 

当市の場合は、高齢者等虐待を受けた無年金者については報酬助成を予算化してい

るものの、財政が厳しい状況下で低所得者全てに対応することはできない。また、仮

に後見報酬を助成する基準を生活保護世帯や市税非課税世帯とした場合、預貯金や不

動産などの資産を考慮しない決定となり、公平性の観点から疑問が残る。 

  こうした状況から、後見報酬に関する資産基準をどのあたりに設定していくのか、

預貯金がいくらになれば助成を取りやめるのか、そのことをどのような方法でチェッ

クしていくのかなど、行政事務がスムーズに実施できるための各市町による情報交換

の場を設けていく必要性を感じている。 

 

２） 立て き いて 

成年後見制度に関する利用支援については、高齢者の場合は地域包括支援センター

の社会福祉士が行い、障害者の場合は市町から委託を受けた相談支援事業者が行って

いる。しかし、市長申立てに関しては、どこの部署が担うのかが明確になっていない

市町も多いのではないだろうか。積極的に行っている自治体とそうでない自治体の差

が大きく、１件も行っていない市町もあるのは、職員が担うことになる事務手続きの

多さ・煩雑さも一因だろうし、親族がいるのになぜ市が時間をかけて行わなければい

けないのかという行政職員の誤った認識もあると思われる。 

（１）とも関連するが、市長申立てが行われにくい要因を探り、積極的に取り組める

ようなサポートシステムの構築や、権利擁護に関する担当職員研修の充実を図ってい

く必要があるのではないだろうか。 
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